
【解説⑤】

「部活動改革について」

令和８年度 秋田県小・中・高等学校学校体育担当者連絡協議会

秋田県教育庁保健体育課

学校体育･部活動チーム
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学校の働き方改革が進む中
教師が顧問を務める
指導体制の継続は困難

少子化の進展により
学校単位での運営は困難

学校を含めた地域全体での
持続可能なスポーツ環境の構築

その手段として

「休日の学校部活動の段階的な地域展開」

今までできて
いたことが
できなくなる

運動部活動の課題



現行

学校から地域へ“移す”
というイメージ

コンセプト

①学校内で運営されてきた活動を広く

地域に開き、地域全体で支えていく。

学校部活動から地域クラブ活動への転換を表す名称

見直し

地域移行 地域展開
地域全体で”支える・広げる“

という考え方

②地域全体で支えることによる

新たな価値を創出し、より豊かで幅広い活動
を可能とする。

名称の変更（「地域移行」⇒「地域展開」）

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ（令和７年５月１６日） 3
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地域の実情に
応じた段階的な
体制の整備

当面は併存

地域連携 地域展開

学校部活動の地域展開・地域クラブ活動のイメージ
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中学生を受け入れる地域クラブ数（県北）①

市町村名

中学生を
受け入れ
る地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

鹿角市 ３ 剣道、ソフトテニ
ス、卓球

大館市 ２８

剣道、陸上競技、
トランポリン、軟
式野球、硬式野球、
サッカー、硬式テ
ニス、ソフトテニ
ス、卓球、バドミ
ントン、バスケッ
トボール、スノー
ボード、柔道、空
手、ダンス、相撲

・第一中学校クラブ（柔道）
・東中学校クラブ（バレーボール）
・成章中学校クラブ（陸上競技）
・東中学校クラブ（卓球）

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より
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中学生を受け入れる地域クラブ数（県北）②

市町村名

中学生
を受け
入れる
地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

北秋田市 １４

バレーボール、バ
スケットボール、
ソフトテニス、陸
上競技、卓球、柔
道、剣道

鷹巣中学校
・男子バレーボールクラブ
・男子バスケットボールクラブ
・女子バスケットボールクラブ
・男子ソフトテニスクラブ
・女子ソフトテニスクラブ
森吉中学校
・女子バスケットボールクラブ
・柔道クラブ
合川中学校
・陸上クラブ
・柔道クラブ
・剣道クラブ
・バスケットボールクラブ

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より
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中学生を受け入れる地域クラブ数（県北）③

市町村名

中学生
を受け
入れる
地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

能代市 １４

ソフトボール、剣
道、バドミントン、
ソフトテニス、
サッカー、フェン
シング、バレー
ボール、卓球、陸
上競技、柔道

・NOSHIROソフトボールクラブ
・能山Rocketsバレーボールクラブ
・能代バドミントンスポーツ少年団

藤里町 １ 陸上競技

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より
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市町村名

中学生
を受け
入れる
地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

秋田市 ５

体操、ラグビー、
バトン、卓球、
柔道、ソフト
ボール、水泳、
剣道、新体操、
陸上競技、サッ
カー、ソフトテ
ニス

・合同地域スポーツクラブ
体操、ラグビー、バトン、卓球、
柔道、ソフトボール、水泳、剣道、
陸上競技

男鹿市 １
サッカー、ソフ
トテニス

潟上市 ２ 陸上競技、剣道

八郎潟町 ２
バドミントン、
ソフトボール

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より

中学生を受け入れる地域クラブ数（県央）①
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市町村名

中学生
を受け
入れる
地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

井川町 ３

卓球、バスケット
ボール、バレー
ボール、野球、相
撲、空手、柔道

大潟村 ７

陸上競技、水泳、
ボート、野球、卓
球、剣道、バレー
ボール

由利本荘市 ５
サッカー、女子ソ
フトボール、ボー
ト

・由利ソフトボールクラブ
・本荘北フットボールクラブ

にかほ市 ４
卓球、柔道、サッ
カー、ダンス

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より

中学生を受け入れる地域クラブ数（県央）②
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市町村名

中学生
を受け
入れる
地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

大仙市 ３１

空手、剣道、柔道、少
林寺拳法、サッカー、
水泳、スキー、ソフト
テニス、タグラグビー、
卓球、バスケットボー
ル、バドミントン、バ
レーボール、ハンド
ボール、ボクシング、
ヨガ

・南外神岡STC（ソフトテニス）
・仙北柔友会（柔道）
・大曲バドスピリッツ（バドミントン）
・神岡FCジュニアユース（サッカー）
・少林寺拳法（少林寺拳法）

仙北市 ３
バレーボール、ソフト
ボール、バドミントン

美郷町 ３ 柔道、剣道、サッカー

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より

中学生を受け入れる地域クラブ数（県南）①
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市町村名

中学生を
受け入れ
る地域ク
ラブ数

実施種目 国事業を活用した地域クラブ

横手市 ８

ハンドボール、バドミン
トン、バレーボール、ソ
フトテニス、陸上競技、
軟式野球、柔道、剣道

湯沢市 ７

陸上競技、剣道、柔道、
卓球、バレーボール、バ
スケットボール、ハンド
ボール

羽後町 １１

陸上競技、剣道、柔道、
卓球、野球、バレーボー
ル、バスケットボール、
ハンドボール

・陸上競技クラブ
・野球クラブ
・男子バレーボールクラブ
・剣道クラブ
・卓球クラブ
・ハンドボールクラブ
・ホッケークラブ
・柔道クラブ

県調査（部活動地域展開に関する市町村取組状況調査）より

中学生を受け入れる地域クラブ数（県南）②



部活動改革及び地域クラブ活動の推進等

に関する総合的なガイドライン（概要）

次期改革期間

令和11年度～13年度
改革実行期間
（後期）

令和８年度～10年度
改革実行期間
（前期）

令和５年度～７年度

改革推進期間

中間評価

〇現時点で着手していない地方公共団体においても、次期改革期間での実現に
向け、前期3年間の間には、確実に地域展開等に着手

休日

〇次期改革期間内、原則、全ての部活動において地域展開を実現

平日

〇各種課題を解決しつつ更なる改革を推進
国：活動の在り方や課題への対応策の検証を行う、中間評価の段階でその後の

取り組み方針を定め、更なる改革を推進

「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」（令和７年１２月） 12



教員の皆さんに知っておいてほしいこと
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改革実行期間スタート（R8～R13）

兼職兼業により地域クラブで指導が可能！

勤務校の今後の部活動の在り方について検討を！

「指導者登録システム」
への登録も是非！
（県HP掲載）
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先生方も地域の一員として
子どもたちの「やりたい・やってみたい」を
叶えるスポーツ環境の構築に向けて、
地域と融合・協働した取組に御協力願います。

御清聴ありがとうございました
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